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開    会 

 

○前田会長 それでは、ただいまから審議会を開催いたします。最初に、総合

通信基盤局の職員に入室するように連絡をお願いいたします。 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

議決事項（総合通信基盤局関係） 

 

○広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設計画の

認定に関する処分に対する異議申立ての審理を主宰する審理官等の指名につい

て（付議第２号関係） 

 

付議事項（総合通信基盤局関係） 

 

○広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設計画の

認定に関する処分に対する異議申立ての付議について（付議第２号） 

 

○前田会長 それでは、おそろいになりましたので、審議を始めます。 

最初に、本日付議されます付議第２号「広帯域移動無線アクセスシステムの

高度化のための特定基地局の開設計画の認定に関する処分に対する異議申立て

の付議について」ということにつきまして、香月高度道路交通システム推進官

から説明をお願いいたします。 

○香月高度道路交通システム推進官 よろしくお願いいたします。 

広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設計画の

認定に関する処分に対する異議申立ての付議について説明申し上げます。 
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１．異議申立人はWireless City Planning株式会社。異議申立ての年月日は

平成２５年９月１３日。異議申立てに係る処分につきましては、２つございま

す。まず１つは、Wireless City Planning株式会社からの電波法第２７条の１

３第１項の規定に基づく特定基地局の開設計画の認定申請について、申請者に

対して総務大臣が平成２５年７月２９日付け総基移第２７３号をもって行った

認定拒否処分。２つ目でございますが、ＵＱコミュニケーションズ株式会社か

らの電波法第２７条の１３第１項の規定に基づく特定基地局の開設計画の認定

申請について、平成２５年８月７日に官報告示した申請者に対して総務大臣が

同年７月２９日付けで行った認定処分でございます。 

異議申立ての趣旨及び理由ですが、まず趣旨につきましては、先ほど申しま

した２つの処分についての取消しを求めるというものです。 

異議申立ての理由は、異議申立てに係る処分は、申請内容に関する認識・理

解の誤りがあり、Wireless City Planning株式会社の申請内容について考慮す

べき事項を正当に考慮せず、ＵＱコミュニケーションズ株式会社の申請内容に

ついて考慮すべきでない事項を殊更に取り上げて結論を導いた点において、判

断の過程及び内容に重大な誤りがあるというものでございます。 

２ページ目をご覧いただきますと、異議申立てまでの経緯でございますが、

本年５月に全国ＢＷＡの開設指針を制定してございます。５月２４日から６月

２４日にかけて開設計画の認定申請の受付けを行いまして、２社からの申請が

ございました。６月２５日から７月２５日にかけて審査を行いまして、７月２

６日にＵＱコミュニケーションズ株式会社の開設計画を認定することについて、

電波監理審議会に諮問しまして、原案を適当とする旨の答申を受けております。

７月２９日にＵＱ社に対し開設計画を認定するとともに、ＷＣＰ社に対して認

定拒否処分を行っております。 

その次にお付けした資料が付議書でございます。総務大臣が平成２５年７月
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２９日に行った開設計画の認定拒否処分と認定処分につきまして、 Wireless 

City Planning株式会社から、電波法、行政不服審査法に基づき異議申立てがな

されましたので、貴審議会の識に付するというものでございます。 

そのあと、別紙１として付けてございますのが、Wireless City Planning株

式会社に対する認定拒否処分の公文でございます。２ページ目には、電波法第

２７条の１３第４項第１号の規定に適合しないことから認定を拒否したと、理

由を付してございます。 

その次に、別紙２でお付けしておりますのが、ＵＱコミュニケーションズ株

式会社に対する開設計画の認定書の公文でございます。 

そのあと、付議の別添資料ということで、別添１が、今回の異議申立てに係

る形式審査でございます。形式審査の項目は、異議申立期間、異議申立資格、

異議申立書の正副２通の提出、代表者等の資格証明、あと必要な記載事項、そ

れから、審査請求人文は代理人の押印ということで、全て形式審査は適してい

ると判断しております。 

付議資料の別添２が異議申立書でございます。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○前田会長 ありがとうございました。 

それでは、本件につきまして、ご質問、ご意見ございますでしょうか。 

○村田委員 よろしいでしょうか。 

○前田会長 どうぞ。 

○村田委員 この異議申立てに係る処分のところで、ＷＣＰ社がＵＱ社の認定

処分も異議の申立てにしているのは、これは割当てが２０ＭＨｚだから、これ

を取り消さないとＷＣＰ社の申請が認められる可能性がないから、ＵＱ社の処

分も対象にしているという理解でいいんでしょうか。 

○香月高度道路交通システム推進官 はい、そうです。本来、処分をされた者
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が不服申立資格を有するのですが、今回の件で申しますと、競願関係にござい

まして、１つが認められた反射として他方が認められないという関係にござい

ますので、その反射的なもう一つの認定処分につきましても不服申立てがなさ

れたというものでございます。 

○村田委員 わかりました。 

それから、すみません、異議申立書の理由のところをまだざっとしか見てい

ないんですが、私の理解だと、審査項目で、どちらかが優位とかという項目が

たしか４個ぐらいあって、同等だという項目もあったかと思うんですが、今回

の異議申立ての理由は、自分のほうが劣っているよと言われたところだけでは

なくて、同等だというところも、いや、自分のほうが勝っているはずだという

のも含んでいるんですか。 

○香月高度道路交通システム推進官 基本的には、ＷＣＰ社が不利と判定され

た部分について、それはそうではないと、むしろ自分たちのほうが優位だとい

うことについての主張がなされております。 

○村田委員 わかりました。 

○前田会長 ほかにはいかがでしょう。 

私がさっと目を通した範囲では、全面的にいろんな項目について言っている

わけではなくて、今の説明にあったように、ほとんどは技術的なところについ

ての優位、劣っているかどうかということに対する反論等であったかなと思い

ますが。これを実際に判断したときには、ここで言われているような色々な技

術については、考慮されていたと思っていいでしょうか。 

○香月高度道路交通システム推進官 これは今後また審理の際にご説明してい

くことになると思いますが、こちらは考慮すべきことを考慮してきたと考えて

ございます。 

○前田会長 この主張の中に、もともと計画に書かれていなかったようなこと
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も書かれているということはありますか。計画同士を比較したわけですけれど

も、そのときに、一応当時としては、両者が、こういうまとめで大体よかろう

という話をベースに両者を比較したと記憶していますけれども、その後のいろ

いろ事実関係みたいなものを新たに加えて言ってきていますか。それは審理の

中で言えばいいのかな。 

○香月高度道路交通システム推進官 項目としては、基本的に記載されていた

ものでございますが、申請書よりもさらに踏み込んで記載がされている部分が

ないというふうには思ってはおりません。 

○前田会長 はい。 

ほかにはありませんか。 

ほかに特にご質問がないようでしたら、本件付議第２号については、規則上、

審理を開始する必要がありますので、審理を主宰する主任審理官として榮審理

官を、主任審理官を補佐する補佐審理官として雨宮審理官を指名することとい

たしたいと思います。 

なお、本件は異議申立てが受理された日から３０日以内に審理を開始する必

要がありますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本件はこれにて。 

 

報告事項（総合通信基盤局関係） 

 

○「周波数再編アクションプラン（平成２５年１０月改定版）」の公表について 

 

○前田会長 次に、報告事項といたしまして、「周波数再編アクションプラン

（平成２５年１０月改定版）」の公表につきまして、竹内電波政策課長から説明

をお願いいたします。 
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○竹内電波政策課長 それでは、ご説明を申し上げます。 

ダブルクリップでとまっておりますけれども、クリップを外していただきま

すと、資料が幾つかに分かれます。一番上の「周波数再編アクションプランの

公表について」という資料でご説明を差し上げたいと思います。 

表紙をおめくりいただきまして、この位置づけをまずご説明差し上げたいと

思います。春の時期に、電波の利用状況調査の結果について、本審議会に諮問

させていただき、答申をいただいております。こういった各周波数帯ごとの無

線システムの利用状況を踏まえまして、利用の減っているところについては割

当ての見直しをし、足りないところについては新しい割当てを検討するという

ことが、私どもとして必要だと思っております。 

これに加えまして、情報通信審議会からの新しいシステムの技術基準の答申

でございますとか、各種の検討会などの提言など政策動向も踏まえて、今後の

周波数割当ての変更のいわゆる中期的な計画について、周波数再編アクション

プランという形で策定をさせていただいているものでございます。 

位置づけといたしましては、これは本審議会への諮問・答申は必要とせず、

報告をさせていただくということとなってございます。したがって、電波の利

用状況調査の結果と、それから１ページ目の右にございます周波数割当計画の

変更については個別に諮問・答申のプロセスをお願いしておりますが、アクシ

ョンプランについては、公表しますということで報告をさせていただくという

ものでございます。 

１枚おめくりいただきまして、２ページ目でございます。ページ番号は右下

に表記してございます。各周波数帯ごとに、主としてどういう無線システムに

使われているのかという利用例を上にお示ししておりますが、これに対して、

今回のアクションプランで今後どのような見直しを行っていくのかということ

で、目次的に主な点を下に記載させていただきました。 
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各帯域ごとに主なポイン卜を申し上げますと、まず長波、中波、短波という

一番周波数の低いところでございますが、ここは電気自動車などに対応したワ

イヤレス給電システムの制度整備を平成２７年の実用化に向けて進めていくと

いうことでございます。 

また、ＶＨＦ、ＵＨＦ帯におきましては、１５０ＭＨｚ帯及び４００ＭＨｚ

帯の防災行政無線などのデジタル化を推進していくというようなことが、１つ

のポイントとなってございます。 

また、右側のマイクロ波（ＳＨＦ）帯につきましては、①にございますよう

に、第４世代移動通信システムの導入に向けた環境整備のため、同帯域を使っ

ております音声ＦＰＵの使用期限の設定などを進めていくということでござい

ます。また、マイクロ波帯の③の１２ＧＨｚ帯の超高精細度テレビジョン、い

わゆる８Ｋのテレビ放送システムに関することと、その下、ミリ波帯の②の１

２０ＧＨｚ帯のいわゆる４Ｋ・８Ｋ用のＦＰＵシステム、これは実際に４Ｋ・

８Ｋの放送番組を制作するための映像素材を中継するための無線システムです

が、これに関することがポイントでございます。したがいまして、このＳＨＦ

帯の③とＥＨＦ帯の②はいわゆるセットになるということで、新しくこういっ

たものの検討スケジュールを決めて実施していこうということが主な点でござ

います。 

３ページ目以降で、それぞれの帯域ごとに主なポイントをご紹介申し上げた

いと思います。 

まず３ページが、長波、中波、短波のワイヤレス給電システムでございます。

こちらにつきましては、絵でお示ししておりますが、現在は、ひげそりでござ

いますとかデジタル家電など小電力のシステムについて、コンセントから有線

で充電するのではなくて無線で充電するというものが、実用化がされていると

ころでございますが今後は、この絵の下側にございますように、テレビでござ
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いますとか、右側にありますように、電気自動車といった非常に電力の大きな

ものに対しても無線で給電をしていく、充電をしていくというようなニーズが

顕在化してくると考えております。したがいまして、こういったものの導入に

当たりましては、他の無線機器への混信防止、あるいは、人体への安全性の確

保といった観点で技術的な検討を十分行う必要があるということで、３のスケ

ジュールにございますように平成２５年６月に情報通信審議会の委員会で検討

を開始したところでございます。来年７月に一部答申をいただいて、制度化を

進めたいということでございます。 

その際に想定する制度のイメージとしては、２のところに書いでございます

が、型式指定あるいは型式確認といった、現在で言えば電子レンジでございま

すとかＩＨ調理機器、こういったものに適用されているようなものがございま

す。同一の規格のものについては、シールを貼っていくことで、一台一台個別

に許可をしなくて良いというような形で、円滑な導入・普及が可能な制度設計

を前提として検討していきたいというものでございます。 

次に、４ページ目でございます。ＶＨＦ帯でございます。こちらにつきまし

ては、６０ＭＨｚ帯の同報系の市町村防災行政無線につきまして、機器の低廉

化でございますとか、チャネル数の増といったことから、デジタル化をできる

だけ早期に進めるということで、年度内の制度化ということを今回記載いたし

ました。 

また、②の１５０ＭＨｚ帯の防災行政無線につきましては、２６０ＭＨｚ帯

への移行を図るということを従来から進めてきておりますけれども、財政支援

や地財措置を講じることによってデジタル化を促進して、移行の加速化を図る

ということでございます。現在、審議会でもこういった周波数帯の有効利用に

ついて審議を開始しておりますので、その具体化について検討を進めるという

ことで追記をしたものでございます。 
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③の列車無線についても首都圏を中心にチャネル不足が深刻化しております。

列車運行の安全性の確保という観点から、狭帯域デジタル化を進めることによ

って必要なチャネル数を確保していくということで、見直しをしたものでござ

います。 

 そのほか、航空移動業務用無線（１２０ＭＨｚ帯）についても、同様に狭帯

域化を進めるということと、簡易無線につきましては、４００ＭＨｚ帯は既に

デジタル化が一定程度進んでおりますけれども、１５０ＭＨｚ帯についてはま

だアナログが中心でございますので、こちらもチャネル増のニーズに対応する

ためにデジタル化を促進するということで、見直しをいたしております。 

それから、⑦の２８０ＭＨｚ帯につきましては、ポケットペル用に約１０Ｍ

Ｈｚ程度割当てをしておりましたが、現在では首都圏で１社が提供しているの

みということから、必要周波数帯も半減しておりますので、５ＭＨｚ程度をセ

ンサーネットワーク用として使用するため、年度内に結論を得るというスケジ

ュールで検討を進めることといたしました。 

それぞれの移行の関係でございますとか、どの帯域をどういうふうに移行す

るのかというのは、下に帯域に対応した形の絵で示させていただいてございま

す。 

 次に５ページ目に、ＵＨＦ帯についてお示ししてございます。 

まず４００ＭＨｚ帯の防災行政無線につきましては、先ほどのＶＨＦ帯（１

５０ＭＨｚ帯）のものと同様に、２６０ＭＨｚ帯への移行の加速化を図りなが

らデジタル化を促進するということでございます。 

それから、②のＦＰＵ、③の特定ラジオマイクにつきましては、地デジによ

る跡地の周波数について有効利用のために携帯電話へ割り当てたことに伴って、

他の周波数帯に移行する必要があることから、移行先での共用条件などの検討

を加速するといったことでございます。 
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 ⑤の気象レーダーにつきましては、最近のゲリラ豪雨等のより正確な予報に

資するといった観点から、上空の風向、風速を測定するレーダーの実用化に必

要な制度化を年度内に実施するというスケジュールで実施するというものでご

ざいます。 

次に６ページが、マイクロ波（ＳＨＦ）帯でございます。 

まず①につきましては、第４世代の移動通信システムを３．５ＧＨｚ帯で平

成２７年度から導入を可能にするということを考えておるわけでございます。

この帯域のうち３４００ＭＨｚから３４５６ＭＨｚまでの周波数帯につきまし

ては、既存システムが残ってございますので、最終の周波数使用期限を設定し

て、第４世代システムの導入のための環境整備を着実に進めるとしております。

なお、現在の周波数移行期限は平成３４年でございますが、この前倒しについ

て検討するということでございます。 

それから、③が８Ｋシステムの試験的な放送の実施に向けて、来年中に技術

基準を策定するということでスケジュールを明示しているものでございます。 

最後、７ページでございますが、ミリ波帯でございます。ＰＨＳのエントラ

ンスにつきましては、無線局数がゼロになっておりまして新たな利用も見込ま

れないということから廃止を検討して、周波数は他の用途での利用を検討した

いということでございます。 

１２０ＧＨｚ帯の４Ｋ・８Ｋ用の映像素材中継用の無線システムにつきまし

ては、情通審から先般答申が出ましたので、具体的な省令改正案を年内に審議

会にお諮りして、制度整備を進めていくということでございます。 

以上のアクションプランの内容につきましては、既に総務省としてその案に

つきまして意見募集を行いました。その結果の概要と全体のものを、その次の

資料と次の次の資料でおつけしてございますが、概要のほうでポイントのみご

紹介をさせていただきたいと思います。 
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全体で２４者から意見提出がございました。例えば、ワイヤレス給電に関す

る要望ということにつきまして、トヨタ自動車等２社から積極的な推進をお願

いするという賛同意見がございました。 

また、１５０ＭＨｚ及び４００ＭＨｚ帯の防災行政無線のデジタル化につき

ましては、和歌山県から、アナログの継続使用の要望がございました。ただし、

あわせまして、周波数の有効利用のためデジタル化を推進するのであれば、簡

素で費用対効果の高いデジタル方式を制度化することが不可欠であるとしてお

ります。ですから、デジタル化の費用対効果が低いようなシステムのみしか制

度化されないのであれば、アナログ方式を引き続き使いたいけれども、デジタ

ル化が必要だということであれば、低コストなシステムの導入を検討してもら

いたいということでございます。こういった点につきましては、右に書いでご

ざいますが現在、情報通信審議会において低コストの方式を含めた検討がされ

ているということでございます。 

そのほか、こういったものを進めるに当たって、こういう点に考慮してほし

いなどの幾つか考慮事項についてご要望、ご意見がございますので、これらに

ついては、審議会でございますとか個別の検討に当たって参考、留意させてい

ただくというようなことで考えております。 

したがいまして、このアクションプランにつきましては、意見募集したもの

から変更は特に要しないと考えておりまして、後ろにアクションプランの全文

２５ページをお付けしておりますけれども、本日、この後、これを公表させて

いただくということを考えております。 

どうぞ、ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○前田会長 ありがとうございました。 

それでは本件につきまして、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

○原島代理 先ほどご説明があったのかもしれませんが、ワイヤレス給電シス
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テムは、高周波利用設備としてある程度大電力のものも含めて導入したいとい

うことで、具体的な周波数はここでは長波、中波、短波ということで非常に広

い範囲で書いであるのですが、イメージとしてはどういうものになるのでしょ

うか。 

○竹内電波政策課長 実は今、我が国の産業界でも各社がどの周波数帯で、ど

ういう伝送方式でやるのが効率的なのかということで、まだ一つに絞りきって

はいないという状況にございます。 

例えば、今どういう周波数帯を候補に検討しているのかということで申し上

げますと、４２～４８ｋＨｚという非常に低いところ、あるいは、５２～５８

ｋＨｚ、７９～９０ｋＨｚといったところ、それから、少し高いところに行っ

て、１４０～１４９ｋＨｚといったところ。それぞれどの程度の伝送電力を考

えるのか、伝送方式をどう考えるのかというところで若干違いがございますが、

米国も含めまして、おおよそこういった周波数帯でやるのが良いだろうという

ことから、電力的には３キロワット程度を念頭に、そのデータもとりながら議

論がされているということでございます。 

車の場合には、最大で送受電間隔が３０センチ程度というようなところで、

周囲に妨害を与えないような形でつくれないかということについて検討が進ん

でいるところでございます。 

○原島代理 周波数帯で言うと長波というふうに考えてよろしいですね。 

○竹内電波政策課長 さようでございます。 

○前田会長 これは同時に人体への影響も検討されているのですね。 

○竹内電波政策課長 さようでございます。 

○前田会長 その上で決めるということで。 

○竹内電波政策課長 はい。高い周波数になりますと、細胞の熱が１度以上上

昇しないようにということでやっているわけですけれども、周波数が低くなり
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ますと、皮膚への刺激といったところが出てまいりますので、そこも含めて評

価をした上でということを考えております。 

○原島代理 それから、４Ｋ・８Ｋ用として１２０ＧＨｚ帯を計画していると

いうことですが、これは将来、この周波数を使って何らかの放送を行おうとい

うことを前提に考えているのか。この周波数では衛星利用とかになるのかもし

れませんけれども、それを前提にこの周波数を割り当てるということでしょう

か。それとも、何か実験用とか、仮にという意味でしょうか。 

○竹内電波政策課長 すみません、先ほど少し申し上げたのですが、各映画館

でございますとか、家庭への実際の放送自身のコンテンツの配信といいますか、

放送自体は１２ＧＨｚ帯の衛星で行う考えでございます。 

○原島代理 放送自体は１２ＧＨｚ帯だけれども。 

○竹内電波政策課長 はい、１２０ＧＨｚ帯のほうは、その素材伝送ですね。

現場で映像を撮影してそれをテレビ局に送っていく、あるいは、映画をつくる

場合に現場の映像を監督のところまで送るという、素材中継用でございまして、

例えば、駅伝のランナーの映像をビルの屋上経由でテレビ局に持っていくため

の周波数として、１２０ＧＨｚ帯というものを考えているものでございます。 

おおよそ考えておりますのは、例えば競技場、スポーツ施設などでは２５０

メートル程度の距離を固定して使うとか、あるいは、ゴルフ場などでは１キロ

メートル程度離して、これも半固定で使うような形。それから、道路や川など

のケーブルが引けないようなところに、これも可搬型で使う場合には、数キロ

メートル程度の距離で使うような形で使えないだろうかと。それぞれの場所に

よってスペックやバリエーションの違いがあるかと思いますが、こうした使い

方を今念頭に置いて実用化をしていきたいというものでございます。 

○前田会長 ＦＰＵと言いつつ、ほとんど固定なのですね。そうでないと、こ

んなものは使えないと。 
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○竹内電波政策課長 １２０ＧＨｚ帯になりますと、移動でできないわけでは

ないのですけれども、あまり速く動くとですね。ただし、動く範囲といいます

か、動く速度によって追いかけられる場合、移動もできるかと思います。 

○前田会長 １２ＧＨｚ帯のほうなのですが、将来の放送も衛星でみんなやる

というイメージなのですか。 

○竹内電波政策課長 まずは衛星で、ということでございます。 

○前田会長 まずは衛星でやり。 

○竹内電波政策課長 地上でやるとなりますと、周波数が。 

○前田会長 ないと。 

○竹内電波政策課長 今の６ＭＨｚ幅１チャンネルではなかなか難しいという

こともございます。 

○原島代理 素材伝送として１２０ＧＨｚ帯ということですが、そんなに高い

周波数になると電波天文が主に使用している周波数ですよね。ここを割り当て

ることによって、電波天文への影響とかは大丈夫なのでしょうか。 

○竹内電波政策課長 ここはたしか周波数がずれていたと思います。 

○原島代理 この辺の周波数は、電波天文の人が使いたがる周波数ではないか

なと思いまして。 

○竹内電波政策課長 その点は、関係者が入った情通審でオープンな議論もい

ただいておりますし、今後、この割当てのための実際の見直しを行う際にもパ

ブコメを行って、関係者の意見も踏まえて制度化をしっかりやっていきたいと

思います。 

○原島代理 これからの方向としては、だんだんこのぐらいの周波数をいろい

ろな用途で使うようになってくるのかなという気もしますので、それはきちん

と進めていただければと思います。 

○竹内電波政策課長 はい。 
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○前田会長 １点細かい話なのですが、６ページ目のマイクロ波の④の固定通

信システムで、１行目の後ろのほうに、気象条件等の変化に自動的に対応する

制御技術を導入する云々と掲げられています。これは、大雨とかそういったも

ので急に通信ができなくなってしまう状態であっても通信が継続してできるよ

うにするという意味ですか。 

○竹内電波政策課長 さようでございます。適応制御という技術を入れること

によりまして、気象条件が良いときには高速で情報を送って、短時間で終わる

ようにすると。 

○前田会長 速度を落とすということ？ 

○竹内電波政策課長 気象条件の変化に合わせて伝送速度等を変えて、通信が

切れずに必要な情報がその都度最適な状態で送れるように、人手を介しますと

時間がかかったり非効率になったりしますので、自動的にやれるシステムを入

れるということでございます。 

○前田会長 ほかはいかがでしょう。 

○原島代理 これは単なる要望ですけれども、ＶＨＦ帯のところで④、⑥とい

うのは、いわゆるアナログテレビ放送時代の３チャンネルと４チャンネルのち

ょうど中間の帯域ですよね。そのデジタル化後の各種用途移動通信の周波数は、

ぜひ積極的に活用されるように進めていただければと思っております。 

○竹内電波政策課長 貴重なご意見ありがとうございます。ここは従来からい

ろいろな用途・目的で、個別にいろいろなシステムが実用化されていたところ

でございますので、できるだけ汎用化といいますか大くくり化をして、全体と

して効率的な利用を進められないのかということについて、先ほども申しまし

た審議会で今議論をいただいております。一度に短期間で全てをきれいにとい

うわけにはいかないかと思っておりますが、全体の進むべき方向を明示して進

められるように、しっかり検討したいと思っております。ありがとうございま
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す。 

○前田会長 ほかにはいかがでしょう。特にありませんか。 

では、特にないようですので、以上で報告を終了させていただきます。どう

もありがとうございました。 

以上で、総合通信基盤局関係の審議を終了いたします。ありがとうございま

した。 

（総合通信基盤局職員退室） 

○前田会長 それでは、関係職員に、入室を依頼してください。 

（情報流通行政局職員入室） 

 

諮問・報告事項（情報流通行政局関係） 

 

（１）中波放送、短波放送、超短波放送及びテレビジョン放送を行う地上基幹

放送をする無線局の再免許等について（諮問第２８号） 

（２）日本放送協会所属の短波放送（国際放送）を行う地上基幹放送をする無

線局の再免許について（諮問第２９号） 

（３）移動受信用地上基幹放送局及び衛星基幹放送局の再免許について 

 

○前田会長 それでは、審議を再開いたします。 

はじめに、諮問第２８号「中波放送、短波放送、超短波放送及びテレビジョ

ン放送を行う地上基幹放送をする無線局の再免許等について」及び諮問第２９

号「日本放送協会所属の短波放送（国際放送）を行う地上基幹放送をする無線

局の再免許について」並びに報告事項「移動受信用地上基幹放送局及び衛星基

幹放送局の再免許について」、以上３点につきまして、長塩地上放送課長から一

括して説明をお願いいたします。 
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○長塩地上放送課長 では、長塩です。よろしくお願いいたします。 

ご提示いただきました事案につきまして、早速ご説明させていただきます。

お手元の資料、多岐に分かれております。恐縮ですが、一番上にあると思いま

す「諮問第２８号、第２９号説明資料」という冊子です。これに基づきまして

基本的にご説明させていただきまして、あと、その後ろにございます「２８号、

２９号補足資料」という委員限り資料という資料がございますので、これを時

折参照させていただきながら進めさせていただきたいと思います。 

平成２５年度地上基幹放送局の再免許等についてということで、２８号は、

中波放送、短波放送、超短波放送、テレビジョン放送を行う地上基幹放送をす

る無線局の再免許等です。 

２９号につきましては、ＮＨＫの国際放送、短波放送を行う無線局の再免許

についてということです。 

その下ですが、現在の免許の有効期限が５年間とされていまして、本年１０

月３１日をもって満了することとなっています。この後の放送を行っていただ

くための再免許申請を５月から行った結果、合計で１９３社からの申請がござ

いました。電波監理審議会への諮問事項は法定されていまして、地上基幹放送

を行う無線局の親局の再免許、それから、地上基幹放送の業務の認定の更新、

これらにつきまして精査したところ、基本的に再免許を行うことという方向で

諮問させていただくというものです。 

なお、このほかこの再免許に係わりまして、競合する新たな免許申請という

のはございませんでした。 

また、新免許が１つございまして、名古屋地区の外国語超短波放送につきま

しては、平成２２年９月に既存の事業者が撤退しています。いわばこの跡地に

相当する周波数帯を用いて、新たにエフエムインターウェーブが申請を行って

まいりましたので、審査したところ、予備免許を与えるということについて、
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諮問させていただくというものです。 

以上が概要でして、具体的なところですが、１ページの下にその概要がござ

います。表になっていますが、これは、今申し上げたそれぞれのカテゴリーご

との放送が具体的に何局あるかというものを一表にしたものです。 

次のページです。この関係で、参考情報としてご説明させていただきたいと

思います。実は、法定されている諮問事項に係らない免許についても、同様に、

今回再免許をさせていただこうと考えています。それらの局をカテゴライズし

たものが、２ページの中ほどまでの表です。 

１つのカテゴリーが、地上基幹放送局につきましての中継局です。親局は今

申し上げたとおりですが、中継局についても、民間放送事業者については８，

０００弱の局がございますし、ＮＨＫにつきましても５，０００局強の局がご

ざいます。 

また、地上基幹放送局でその他といたしまして、超短波文字多重放送、ある

いは、受信障害対策中継放送というものもございますし、また、その次の②で

すが、移動受信用地上基幹放送局ということで、ジャパン・モバイルキャステ

ィング、マルチメディア放送を行っている局、これについてもございます。後

ほど、報告で概要をご説明させていただきたいと考えています。 

また、衛星基幹放送局につきましては、ご覧のような局について、同様な再

免許等の準備を進めているところです。 

３ページです。まず特定地上基幹放送局、いわゆるハード・ソフト一致型の

国内の放送局についての再免許です。幾つかの審査項目がございます。 

大きく分けて、まず１つ目としまして、技術基準への適合性の審査です。こ

れらにつきましては、電波法等で詳細に定めています。技術基準への適合性や、

周波数の割当て可能性、業務を維持するに足りる技術的能力等々がございます

が、全てについて精査したところ、全て適合しているというところは確認でき
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ているところです。 

また、経理的基礎の有無というものが２つ目です。これらにつきましては、

向こう５年開業務を維持するに足る経理的な基礎について、まず書面審査を行

い、また、経営状況が厳しい事業者については、追加資料の提出やヒアリング

を行って確認したというところです。結果として、全ての申請について、経理

的基礎があると認められるということになっています。 

以上につきまして、委員限り資料のほうを少しご覧いただければと存じます。

右上に「委員限り資料」と書いています３枚物の資料、補足資料です。 

技術的基準が上半分でして、非常に専門的ですが、主な審査事項を列挙して

います。この電気通信設備の安全・信頼性に係る審査ですが、これは平成２３

年６月施行の放送法改正において新たに制度整備をしたものでして、この放送

法改正を受けた信頼性基準に適合するかどうかを再免許に一斉にチェックする

というのは、今回初めてのケースです。そういった意味で、詳細にわたりしっ

かりとチェックさせていただいていますが、ポツが５つほど並んでいます。予

備機器の設置ですとか、予備機器への切替え、あるいは、故障の検出、また、

設備の点検の試験機器、応急復旧機材の配備、こういった多岐にわたるものに

ついて、一つずつ点検、チェックをさせていただいたというものです。 

また、その下のところですが、経理的基礎の審査についての補足資料です。

これは従来からの審査について、経営基盤がしっかりしているかどうかのメル

クマールとして、利益剰余金の有無ということを１つのメルクマールとして、

これまで行ってまいりました。そういった視点でチェックをしたところ、平成

２４年度末、前期末の時点で利益剰余金を有しない社が２３社ございましたが、

これらについては、とりわけしっかりとチェックするという意味合いで、キャ

ッシュフロー計算書の提出を求め、かつ、補足のヒアリングを行うこと等によ

りまして、期間中の資金ショートがないかどうかをチェックいたしました。そ
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の社の内訳については表で整理させていただいていますが、中波単営が２社、

超短波が１７社、テレビジョンが４社ということです。 

それから、さらに経営基盤に少し懸念があるカテゴリーとしまして、債務超

過にある社が３社ございました。これらにつきましては、本省において、特に

しっかりと聴取をした上で、経営の健全化に対する取組等も含め、ヒアリング

を行ったということです。 

具体的な３社、固有名調も書いていますが、１つ目が

ということで、 の です。これにつきましては、

事業の健全化に関する計画を審査いたしまして、基本的には合理的

と認められるということと、それから、将来に向けての資金ショートの懸念に

ついて確認をいたしました。 

また、 の につきましては、これは確かに債務超過ではござい

ますが、 ですし、今後５年間を見ても、こ

の形での経営のより健全化が見込まれるということが確認されました。資金シ

ョートの懸念もないということです。 

また、３社目の 、 ですが、これについても同様なチ

ェックをしたということです。 

いずれも、今後の健全化という視点では、その当該社自身だけではなく、後

ろ盾となります大株主等利害が非常に係わるものについて、

が確認されましたので、冒頭申し上げたとおり、基本的には再

免許の方向で案をつくらせていただいているということです。 

資料のほうにお戻りいただきまして、３ページの中ほど、（３）です。ここに

つきましては、いわゆるマスメディア集中排除原則についてのチェックです。

今般につきましては、この５年間、過去５年間の間にかなりの集中排除原則の
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見直しもございまして、基本的には緩和の方向でしたが、その現時点での制度

に従い、適合について詳細にチェックをさせていただいたところ、適合性に問

題はないということです。 

ここのところにつきましては、またお戻りいただいて恐縮ですが、委員限り

資料の２ページ目をご覧いただければと思います。ここにつきまして、結論的

に問題ないということですが、ここ５年間の動きを簡単に鳥瞰いただけるもの

としまして、認定放送持株会社の特例を適用して問題なしとされている事例が、

キー局４社ございます。 

また、②ですが、これはラジオ４局まで支配可能というふうに規制を改めた

結果、現時点で問題なしとされている事例を並べています。最高でラジオ２局

まで支配している事例があります。また、ラ・テ兼営は昔から特例として認め

ていましたが、ラジオ（ＦＭ）とテレビとの兼営というのもございますし、ま

た、ラジオだけの兼営、２局支配というものが、先ほどご説明した新たな外国

語ＦＭ放送の事例を含めまして、２件存在する、あるいは、予定であるという

ふうな状況が書いています。 

行きつ戻りつで恐縮ですが、本体資料のほうです。４ページです。４ページ

の上段です。地域との結びつきの確保というところです。ここにつきましては、

主たる出資者、それから役員、それから放送番組審議機関の委員について、そ

れぞれ地元のもの、資本等でなければいけないというところです。これについ

ても、従前の従来の審査基準に照らし、基本的に適合しているというところで

す。 

ただ、後ほど少しご紹介させていただきますが、例えば、１局２波、今回の

エフエムインターウェーブというふうに、例えば、東京の資本が名古屋で放送

局を２局目を持とうという場合には、その地元資本要件は基本的には満たされ

ないような状況になりますので、そういった場面については、地元との要件、
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つながりを確認するものとして、地元自治体との防災に関する協定の有無、こ

ういったものをメルクマールとして運用してまいりましたので、そういう視点

を加味して、全体として適合していないものはないということを確認していま

す。 

４ページ中ほどの（４）です。基幹放送普及計画への適合性の審査というこ

とで、１つ目が、放送番組調和原則についてです。これにつきましては、総合

放送については、テレビジョン放送は、ＮＨＫ、民放ともにございます。それ

から、ＮＨＫの中波、超短波放送、それぞれＡＭ、ＦＭですが、こういったも

の全ての申請について、教育、教養、報道、娯楽、これらについて基本的には

全てが行われ、教育番組が１０％、教養番組が２０％以上確保されているとい

う旨の計画が確認されているというところです。 

それから、教育放送につきましては、ＮＨＫのテレビの教育、それから、中

波での教育がございますが、教育番組が５０％以上行われているということ、

また、残りの大部分が教養番組によって占められているということが確認して

います。 

また、さらに、ウのところです。放送大学につきましては、テレビと超短波

放送がございますが、いずれも授業放送及び告知放送を行う計画になっておる

ので、適合ということになっています。 

ここにつきましても、少し委員限り資料のほうをご覧いただければと思いま

す。こちらにつきましては、３ページの一番上の表です。本年の再免許に際し

まして、平成２４年４月現在の数値を並べています。ご覧いただいているとお

りですが、教育放送については、今申し上げたとおりですが、民放の平均をと

ってみても、報道番組が約２割弱、教育番組は１０％強、教養番組が２０％強、

娯楽番組が３６％程度というふうな状況になっているというところです。 

それから、資料の５ページです。災害放送の実施につきましては、これにつ
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きましては全ての申請について、災害放送に関する責任者や連絡系統、こうい

った実施体制について、また、あるいは実施要領等についてチェックをしてい

るというものです。とりわけ過去５年間の間には東日本大震災がございました

ので、この災害放送の実施体制については、詳細にチェックをさせていただい

ているということです。 

先ほどの委員限りの資料につきましても、表でチェックしていますが、それ

ぞれどのぐらいの社数が、どのようなチェック体制、状況にあるのかというこ

とを一表にしています。 

本体資料５ページですが、（５）のところです。放送の普及及び健全な発達の

ために適切であることの審査ということでして、１つ目の項目として、視聴覚

障害者向け放送の実施ということがございます。ここにつきましても、同様に

重点的に見させていただいていますが、総務省が従来より作成しています「視

聴覚障害者向け放送普及行政の指針」というものがございます。行政指針です

が、これに定められた目標を踏まえ、字幕放送、解説放送等をできる限り多く

設ける計画を有しており、かつ過去の実績からも実施可能かどうか、こういっ

た視点で適合関係について審査したところです。 

こちらにつきましては、委員限り資料の３ページの中ほどですが、表にまと

めています。各社よりデータを提出していただいていますが、代表的なＮＨＫ

とキー局についてまとめさせていただいています。これらにつきまして、平成

２５年度から平成２９年度までの、どのぐらい字幕を付すことができるのかと

いうふうな表です。技術的に実施不可能なものについては除外していますが、

実施可能なものについては、ちょうどご覧いただいていますように、平成２９

年度に１００％になるということですので、物理的・技術的に可能なものにつ

いては、ご覧いただいているような代表的な放送局については、全て免許期間

中に１００％実施していただけるという計画です。過去の実績からも、これは
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合理的なものであると判断しているところです。 

それから、資料の５ページですが、放送番組の編集の基準についても審査し

ています。全ての申請について、番組基準を定め、その基準に従って放送番組

を編集し、放送を行う計画となっている旨を確認させていただいているという

ことです。 

その他の審査事項といたしましては、「番組審議機関の設置」等、ある種当た

り前のことですが、こういったことについても、基準にのっとり、適合性につ

いて審査をしているということです。 

次のページ、６ページですが、基幹放送局の開設の根本的基準への適合性の

審査という視点でして、いわゆる地デジ後の課題であります新たな難視対策の

実施状況について審査しています。これらにつきましては、地デジ後、アナロ

グ放送は見られたけれども地デジがまだ見られないという世帯が、これも後ほ

どご覧いただければと思いますが、現在、約５万世帯ございます。前年度末で

は、約７万世帯ございます。こういったものを平成２７年３月末までの間に、

向こう２年弱の間に基本的にゼロにしていただくという計画をお持ちかどうか

という形で審査させていただきましたが、基本的には全て基準に適合している

ということが確認できたということです。 

その他の項目が７ページにございます。以上ご説明したのが、いわゆる従来

型のハード・ソフト一致型の放送局についてのものでしたが、ハード・ソフト

分離制度が定められたことに伴いまして、既に、ラジオ事業者ですが、ハード・

ソフトを分離した会社がございます。茨城放送です。株式会社ＩＢＳ（ハード

会社）から再免許の申請があり、また、株式会社茨城放送という、いわゆるソ

フト会社から地上基幹放送業務の認定の更新の申請がございました。審査事項

につきましては、ハード・ソフト分かれていますが、全体として申し上げると、

今申し上げた、ご説明させていただいたハード・ソフト一致型の審査事項と全
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体として同一ということになっています。この社につきましては、いずれの項

目も適合しているということが確認されている次第です。 

さらに、７ページの下半分ですが、ＮＨＫの国際放送についてのものです。

ＮＨＫから短波放送（国際放送）を行う特定地上基幹放送局の再免許の申請が

ございまして、同様に、技術基準の適合性や、経理的基礎の有無、あるいは、

基幹放送普及計画への適合性、こういったところについて審査をした結果、い

ずれも適合しているということが確認された次第です。 

８ページ以降ですが、以上申し上げた審査結果を踏まえまして、本年１１月

１日付けで再免許、あるいは、認定の更新を行うということについて諮問させ

ていただく次第です。 

それから、内容は既にご説明したものですが、その次の項目として、資料の

１０ページです。これが名古屋地区におきます新たな外国語ＦＭ放送について

の予備免許の事案です。 

経緯を整理していますが、そもそもこの地域の外国語ＦＭ放送の周波数割当

ては平成１１年に行っていまして、平成１２年に愛知国際放送が開局されてい

ます。ところが、経営上の問題から、平成２２年９月に廃局をし、その後、こ

の周波数は使われないままになっていたというものです。今回の再免許に合わ

せまして申請を受け付けたところ、冒頭申し上げたエフエムインターウェーブ、

これは東京地区において外国語ＦＭ放送を行っている社ですが、いわゆる１社

２波目の波として申請を出してきたというものです。 

当該者の概要をおまとめしていますが、資本金等も記載のとおりでして、木

下ホールディングスの１００％会社です。放送対象地域は、名古屋市を中心に、

その周辺にわたっています。全体として２４０万世帯を対象にするものです。

外国語ＦＭ放送ですので、基本的に外国語については約６割実施するという計

画になっていまして、外国語ＦＭ放送は、申し上げた東京のほか、既に大阪、
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それから福岡の地区で行われていますが、それらも基本的に約６割程度以上と

いうことになっていまして、同様なものとなっています。 

これについての諮問についての審査ですが、次のページです。審査概要とい

たしまして、基本的なチェック項目は、再免許のところと同様です。技術基準

への適合性等々を審査したところ、いずれも適合しているものと認められるた

め、平成２５年１１月１日付けでの予備免許を与えるということについて諮問

させていただくというものです。 

それから、もう１項目のご報告です。資料がずっと分厚くなりますが、一番

最後のところかと思いますが、委員限り資料としての、報告資料という１枚物

がございます。「移動受信用地上基幹放送局及び衛星基幹放送局の再免許につ

いて」という１枚物でございます。これにつきまして、諮問ではございません

が、関連するものとして、一括して報告させていただきたいと思います。 

１つ目の項目です。移動受信用地上基幹放送局、いわゆるＶ－Ｈｉｇｈと称

されるサービスでして、ジャパン・モバイルキャスティングが事業者となって

います。親局１局、中継局４８局でサービスを実施しています。当該者から再

免許の申請があったものです。 

当該者につきましては、同様に、ソフト事業者の参入がこれからの課題とし

て残るものの、再免許期間中のキャッシュフローの提出、あるいは、今後の経

営の取組等をチェックさせていただきまして、資金ショートは生じる懸念はな

く、経理的基礎があるということで対処しようと考えてございます。 

また、衛星基幹放送局が２つ目の項目でございまして、株式会社放送衛星シ

ステム、それから、スカバーＪＳＡＴ株式会社の２社についてです。それぞれ

区分については、表でおまとめしているとおりでございますが、これらにつき

ましても、所要の審査項目と照らし合わせたところ、いずれも再免許を行うと

いうことについて報告をさせていただくというものです。 
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その他、お手元、お時間との関係で、詳細説明をさせていただきませんでし

たが、関連する基礎資料につきましては、少し分厚めの参考資料というものを

ご用意していまして、今申し上げたところのバックデータ的なところを表とし

てまとめています。 

また、実は一社一社についての免許ではございますが、概括的にご説明させ

ていただきました。その一社一社についてもう少し詳しく説明したものは、諮

問書のところに資料を整理させていただいています。基本的には、共通項でく

くれるものはくくり、特段の配慮事項があるものについては、その旨特出しし

た形で記載しているというふうな造りになっています。 

以上でひとまずの説明にさせていただきたいと思います。ご審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○前田会長 ありがとうございました。 

それでは、本件につきまして、ご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

○村田委員 質問よろしいでしょうか。 

○前田会長 どうぞ、お願いします。 

○村田委員 説明資料の、番組の構成表みたいなものが出ていたものって、何

ページでしたっけ。これは委員限り資料のところの３ページ目の上のところの

資料なんですけれども、ちょっとお尋ねしたい点がありまして。こういう報道

が何％、教育が何％、教養が何％というのは、これはあくまでも局のほうから

の自主申告で、中身については、別にこちらが、これは報道じゃないだろうと

いうような、そういう調査をするわけではないという理解でよろしいでしょう

か。 

○長塩地上放送課長 おっしゃるとおりです。 

○村田委員 それと、もう一つなんですが、単純に、その他のところの、その

他（通販以外）って、どんなものをイメージすればいいんですか。 
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○長塩地上放送課長 これはほんの少しですが、例えば、番組宣伝等です。 

○村田委員 わかりました。以上２点です。すいません、それと、もう一つあ

りました。もう一つが、同じく資料の３ページの、その次のところ、災害放送

実施体制の整備状況についてというところでは、これを見ると、③のところの

ＢＣＰの策定については、大体３社に１社ぐらいということなんですが。ただ、

問題がないと判断されたのは、①と②の部分については、１００％全社策定し

ているから、そこの調査で、災害時の放送に問題はないという判断をしたとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○長塩地上放送課長 そうです。ただ、ご指摘のとおり、業務継続計画という

のは非常に今重要視されていますので、この再免許を機に、本日現在は既に整

備を終わっているところもあるかと存じますが、改めてしっかりと整備してい

ただくようにお願いすることも必要かなと考えているところです。 

○村田委員 ぜひお願いします。私の理解は、これを見るまでは、ＢＣＰとい

うのは、放送とか通信とか、そういうところがやってきたものをほかの業種で

もやりましょうということだったので、３社に１社というのは、数字を見たと

きに、あれっという感じがしましたので、ぜひお願いします。 

以上です。 

○前田会長 ありがとうございます。 

○原島代理 今回の再免許に際しましては、５月に受け付けて、その後、大変

な作業、精査が総務省にあったかと思いますが、本当にお疲れさまでした。 

若干の質問をさせていただきたいと思います。今回、説明資料で１ページ目

に、既存の地上基幹放送局の再免許申請と競合する新たな免許申請はなかった

ということですが、これは放送という分野の特殊性から、今までの再免許等を

しているときも、ほとんどこういう競合する新たな申請はなかったのか、たま

たま今回なかったということなのか、まず１点、それを聞きたいと思います。
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いかがでしょうか。 

○長塩地上放送課長 ございませんでした。 

○原島代理 従来もなかった。 

○長塩地上放送課長 従来もございませんでした。 

○原島代理 また、放送ということの継続性とか、そういうことも含めて考え

ると、そういうことだったということですね。 

○長塩地上放送課長 はい。 

○原島代理 とすると、事実上必要ないのかもしれませんけれども、もしあっ

たとすると、今回の審査基準は、ある意味では絶対基準のようなものですよね。

もし競合すると、比較審査基準というのは、場合によっては必要になってくる

と思いますが。そういうものは、そういうことにもしなったら、既にあるもの

なのか、あるいは、別途きちんと比較審査を行うということなのか、どうなん

でしょうか。 

○長塩地上放送課長 すいません、ちょっと私の説明不足があって、大変恐縮

ですが、実は整備されていまして、５年前の再免許の際から整備させていただ

きました。ただ、おっしゃったとおり、ネットワーク整備ということがござい

ますので、実際上、もう既にネットワークを整備している既存事業者と争う形

で、新たにそういうネットワークを整備し、しかも、比較審査に優位に立とう

というのは、なかなか現実的には難しい面もございまして、とりわけ現在、地

デジからの移行期ということで、途中ご説明させていただいたように、いわゆ

る全ての放送対象地域、従来アナログは見られたところに全てデジタル放送を

隅々まで見えるようにしようというふうな取組の途中ですので、なかなか現実

的には難しいような面もあるということから、このような結果に現時点ではな

っているものかなというふうに考えてございます。 

○原島代理 ありがとうございました。 
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放送については、特に受信者の利益を考えるということは非常に重要なこと

だと思いますので、そういうことも含めて、こういう形になっているのかなと

解釈いたします。ありがとうございます。 

○松﨑委員 よろしいですか。 

○前田会長 どうぞ。 

○松﨑委員 本資料７ページのハード・ソフト分離型のところで、１社しか参

入がないということのご説明があったかと思いますが。ソフトの参入がないと 

いう。 

○長塩地上放送課長 報告のほうです。これはハード事業者と対になっている

ソフト事業者がございまして、そのソフト事業者について、これからまたさら

にソフト事業者が増えていくという過渡期であるということでして。 

○松﨑委員 事業者とソフトとハードの企業が集まって一堂に会せるようなプ

ラットフォームをつくり、新規参入を促進する計画というのを聞いた記憶があ

るんですけれども。 

○秋本放送政策課長 松﨑委員ご指摘の点は、私どもがＶ－Ｈｉｇｈと呼んで

おります移動受信用地上基幹放送のことかと思われます。移動受信用地上基幹

放送につきましては、まずハードの免許を既にこの電波監理審議会にお諮りし

て、３年前の秋に免許をいたしました。 

次いで、ソフトの申請を募りましたところ、結果として１社しか手が挙がり

ませんでした。このソフトの１社につきましても、この電波監理審議会にお諮

りをして、２年前の秋に認定をしてございます。ハードの整備は逐次進んでお

ります。ハードで利用できるセグメントが全部で３３セグメントありますけれ

ども、今現在は１社のみ参入していて、１３セグメントしか使われておりませ

ん。 

今年度に入りましてから、第２次の参入に向けた参入希望調査を夏に実施し
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ておりまして、この参入実施調査では、２９社が参入したいという希望を寄せ

ていただいております。現在、審査基準等につきまして、パブリックコメント

にかけております。電監審のほうには、来月、その省令や告示の改正について

お諮りをさせていただきたいと考えているところでございます。 

○松﨑委員 参入希望があって２桁台でよかったです。新規参入が促進されて

いないと、それこそ周波数を無駄遣いという気がしたので。 

○秋本放送政策課長 参入希望調査で希望を出していただいた方は、２９社ご

ざいました。 

○松﨑委員 ２９社が本当に申請するかどうかはわからないけれども。 

○秋本放送政策課長 審査基準をつくりまして、改めて具体的な申請をしてい

ただくということを想定してございます。 

○松﨑委員 来年ぐらいですか。 

○秋本放送政策課長 できますれば、年末にも申請の募集の受付を開始したい

という心算は持っておりますけれども、具体的には、審査基準をおつくりして、 

この電監審にもお諮りしてからと考えております。 

○松﨑委員 それでは、期待して待っています。ありがとうございます。 

○前田会長 ありがとうございます。 

ほかにはありませんか。 

○山本委員 よろしいですか。 

○前田会長 どうぞ、お願いします。 

○山本委員 資料のほうで申しますと、説明資料の３ページの経理的基礎の有

無のお話で、委員限り資料で申しますと、１ページ目のところに具体的なデー

タが掲載されているのですけれども、この利益剰余金を有しない社の数とか、

あるいは、債務超過の状態にある社の数とか、あるいは、その程度、これは前

回の更新のときとほぼ同じような状態であると考えてよろしいのか、それとも、
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全体に改善されているとか、悪化をしているというようなことがあるのでしょ

うか。 

 恐らくラ・テ兼営社なんかですと出てこないのでしょうけど、ラジオの部分

だけをとると、かなり経営状態が悪いというような社がさらにあるのかなとい

うふうに、これは前回のご報告とあわせて考えると推測をするのですけれども、

そのあたりのところをちょっと教えていただければと思います。 

それから、これは非常に細かい話になってしまうんですが、３ページの先ほ

どの字幕放送の実施計画のところで、おおむねだんだんよくなってきていると

いうことなのですが、この数字だけぱっと見ると、ＮＨＫの数字があまりよく

ないという感じがするのですけど、これは何か原因があるのでしょうか。 

○長塩地上放送課長 では、お答えさせていただきます。 

まず委員限り資料のほうの補足資料でして、ちょっとわかりにくくて恐縮で

すが、前回、５年前の再免時がちょうど中ほど括弧書きでして、利益剰余金を

有しない社は、前回再免時は２５社でしたところが、２３社と、おおむね変わ

っていないような状況です。 

それから、債務超過につきましては、今回３社列挙していますが、前回は７

社ございましたので、こちらについては半減しているというふうな状況です。

程度については、前回時の資料が手元にございませんが、おおむね同程度か、

基本的には少し程度的にも勘案して、よくなっているかなというふうなところ

ではないかと思います。 

それから、ラジオにつきましては、ご指摘のとおり、いわゆるラ・テ兼営局

につきましては、これは現在の免許については、分計は実務レベルでは所要の

チェックはさせていただいているものの、免許の基礎としては、ラ・テ兼営社

については、その兼営社としての経営状況を問うというふうな制度になってご

ざいます。債務超過にある社であったとしても、基本的には免許期間中しっか
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りとした視聴者に向いた放送を継続していただけるのであれば、競合社がない

限りは国民の視点に立って放送をお願いするという立場上、やむを得ないよう

な面もございますが、そういったところから、分計は制度的にはとってござい

ません。 

ただ、ご心配いただいているとおりでして、ある程度実務の審査の過程で目

にしたところを概括的に、感想的な面も含めて申し上げさせていただきますと、

ラジオを仮に分計するとすれば、基本的には経営は厳しい状況にあるというふ

うなところがございます。これはラジオ単営社の経営状況が思わしくないとい

うところで、基本的には同様な傾向が見てとれるということですが、全体とし

て見て、今回放送の再免許を与えるにとっての支障はないというふうに判断し

ているというところです。 

それから、もう１点のご質問ですが、字幕放送についてです。委員限り資料

の補足資料の３ページ目です。こちらの中ほどの表でご覧いただきますと、確

かに、平成２５年度の実績になりますと、ＮＨＫの総合につきましては、細か

な字で恐縮ですが、６７．５％、民放については、大体８割～９割ということ

です。これらにつきましては、各社がどのくらい字幕が実施可能なものかとい

うところについて、どういう計画でだんだんとよくしているかというふうな、

計画のつくり方によっているんだろうと思いますので、とりわけ現状でＮＨＫ

が問題になるとは考えていませんが、もう１点、ご説明、補足させていただき

たいと考えていますのは、１００％という母数自体は、技術的に字幕が実施可

能なものの全体数で、技術的に難しいものについては削除しています。と申し

ますのは、例えば、生字幕というのは、昔技術的に無理だとされていましたが、

この５年前ぐらいの時点から、技術的には可能であろうというふうに整備し直

されています。ただ、生放送についての字幕付与ということでしても、同時に

複数の者がしゃべるような、いわゆるワイドショーや討論番組的な、あるいは、
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お笑い的な娯楽番組と申しましょうか、こういったものについては除外されて

います。こういった番組構成を見ますと、ＮＨＫは比較的母数が全体にわたっ

ていまして、民放は比較的除外されるものが多いということですので、総放送

時間に占める実際に字幕がついている割合ということになると、逆にＮＨＫが

優位に立つというふうな事情もございます。そういった、実際に付与される番

組がどういったものかということによって、このスピード感が結果として、こ

のような表に結果としてなっているということです。 

○前田会長 ありがとうございます。 

○原島代理 参考までに、今、バラエティ番組では文字がばーっと出てくるの

が結構たくさんありますけれども、あれは字幕とは言ってないのですか。 

○長塩地上放送課長 はい。いわゆる狭義の字幕ではございませんが。一般に

字幕放送をしっかり普及させるというのは、クローズドキャプションと呼んで

いまして、字幕というボタンがリモコンについていますが、それを押すと初め

てあらわれるものです。 

○原島代理 わかりました。 

○前田会長 ありがとうございました。 

ほかにありますか。どうぞ。 

○村田委員 追加で１つすいません。先ほどの、また資料の７ページのところ

の上の割合のところなんですけれども、もう一つ、その他の通販のところで、

民放全社の平均での通販が１０％を今超えているというふうに、これは読めば

いいのでしょうか。 

○長塩地上放送課長 はい。 

○村田委員 この点について、本来放送が始まったころというのは、テレビで

通販をして、見る人にものを売るということはあまり予想していなかったと思

うんですけれども、今回これも、この資料の数字を見て、１０％、つまり、民
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放の放送の１割はものを売っているのかというのは、私も初めて数字を見てあ

れなんですけど、この点について、これ以上の数字になったらどうこうみたい

な、そういう議論というのはどこかでされているんでしょうか。 

○長塩地上放送課長 地上民放の今回の再免許に当たっては、特段の指標的な

ものは設けてございません。 

ご指摘のとおり、平均で１０％になっていますが、実際に、そのすぐ横にあ

るキー局５社の平均は４．６％でして、実は独立局といいますか、そういった

局が比較的多うございます。そういったところにつきましては、やはり聞いて

みますと、営業上スポンサーがなかなかつかなくて、これ、通販番組は番組自

体ではございますが、そういう収益との兼ね合いで、そういったものが一定割

合多くなっている事例もございますし、結果として多いところは、実は３割ぐ

らいに及ぶところもございますが、それよりも過度に広がっているところはな

いというところが現状です。 

○村田委員 そうですか。 

○原島代理 今回のデータに直接反映しているのかどうかちょっとわかりませ

んけれども、ＢＳに関して言うと、あるときから新たな申請を審査するときに、

通販の比率というのは入りましたけれども、初期のころにＢＳを認可したとき

には、それはなくて、恐らくＢＳの現在の初期のころの一部の局に、かなりオ

ーバーしているところがあるというふうに私は理解しております。 

○鈴木衛星・地域放送課長 今回の再免許については、衛星についても、基幹

放送局、ハードの事業者ですけれども、ソフト事業者のほうにつきましても、

認定の更新は５年ごとに行っており、対象となる事業者について、順次、更新

を行ってまいります。 

○前田会長 一応調査等はしていて、新しいところを認可するとか、免許を出

すときに、それ以外のところについても何か調査をしていたような記憶がある
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んですけど。その結果として、調査が何らかの牽制効果があるのかなというふ

うには認識していたんですが。 

○南大臣官房審議官 ３年前に放送法を改正しましたときに、番組の種別を実

質的に公表してくださいというオブリゲーションをかけました。要するに、国

が通販を何％にしなければいけないとかいうことではなくて、その実態を世の

中にさらしていただくことによって、視聴者の目から見て、もし正すべき状況

があれば、通販が多過ぎるといったお声を直接上げやすいように、実態をオー

プンにしてくださいと。国会でもよくご指摘をいただくことがありますけれど

も、種別をちゃんと公表していただくことによって、実態を視聴者の皆さんに

明らかにしていただくことを通じて、何らかの是正がされるのではないかなと

いうことを我々としては期待をしております。 

○前田会長 ありがとうございます。 

特にほかにご質問等がなければ、特にご異議はないようでございましたので、

諮問第２８号及び第２９号は、諮問のとおり再免許及び予備免許並びに認定の

更新を行うことが適当である旨の答申を行うことにしてはいかがかと思います

が、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○前田会長 ご異議がないようですので、そのように決することといたします。 

答申書につきましては、所定の手続により事務局から総務大臣宛て提出して

ください。 

それでは、以上で、情報流通行政局関係の審議を終了いたします。ありがと

うございました。 

 

（情報流通行政局職員退室） 
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その他 

 

○よさこいケーブルネット株式会社及びテレビせとうち株式会社を当事者とし

た再放送同意に関する裁定処分に係る異議申立てについて 

 

○前回会長 それでは、続けまして、「よさこいケーブルネット株式会社及びテ

レビせとうち株式会社を当事者とした再放送同意に関する裁定処分に係る異議

申立て」、この件について、少し時間の範囲内で議論をさせていただこうという

ことにしたいと思います。 

最初に、雨宮審理官のほうから、最近の総務省の動向等々について少しお願

いします。 

○雨宮審理官 それでは、この再放送の関係について、最近の総務省の動向に

ついてお伝え申し上げます。 

前回も少しお話ししましたけれども、総務省におきましては、再放送のガイ

ドラインにつきまして、改定の案をパブリックコメントに出しておりました。

その主な改定の部分は、１つには、著作権法上の使用料については、当事者間

で別途協議すべきものであるという、使用料に関することを明記したと。つま

り、この協議の対象ではなく、別途、使用料については協議すべきであるとい

うこと。それから、それに関連して、ケーブルテレビ連盟と民放連との間で、

使用料の支払に関する基本合意ができているということが註釈で盛り込まれた

ということ。それが１点目でございます。 

２点目としましては、協議終了のメルクマールなんですが、協議が整わなか

ったときというのをどう判断するかという点について、なお書きという形です

けれども、註釈という意味合いかと思いますが、当事者が歩み寄る余地がない

と互いに確認したときとはどういうことかというのを、お互い協議を尽くして
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双方が歩み寄る余地がないと明確に確認したときに限り、どちらかが一方的に

協議を打ち切ったり、対面での協議等が不十分な場合がないように、裁定制度

の趣旨に鑑み、真撃に協議を行うことが求められるということが追加されたわ

けでございます。 

その背景としましては、きちんと協議を尽くさないで裁定制度に持ち込まれ

たという事案があったということを契機に、こういうものを書いたんだという

ようなことです。 

以上の点について案が提示されまして、パブリックコメントが行われたわけ

です。結論から申し上げますと、原案のとおりで、総務省はガイドラインの改

定を行いました。 

では、どんなコメントがあったのかということですけれども、地上テレビジ

ョン放送事業者３４社、それから、ケーブルテレビの事業者が２社、それから、

団体としては民放連とケーブルテレビ連盟それぞれ、それと個人が２者という

ことで、大まかなところを申し上げますと、地上放送事業者に関しましては、

基本的には、まだまだこの程度では不十分だという趣旨の意見が大勢。それか

ら、ケーブルテレビ事業者に関しては、明確に異議を唱えているのは、以前、

異議申立てを行ったひのきだけでして、宮崎ケーブルテレビ及びケーブルテレ

ビ連盟は、この案についてはおおむね適当であるというような意見でした。 

それでは、具体的にどんなコメントがあったかというのを少し申し上げます

と、放送事業者のほうからは、まず当事者間の協議が尽くされないまま、大臣

裁定が受理され、審議が始まるケースがあると。 

それから、大臣裁定制度の在り方を抜本的に協議し、撤廃を要望すると。 

それから、市町村が広域合併することにより隣接行政区となる場合は、隣接

の拡大解釈であり、著しく妥当性を欠くことがあると。 

それから、裁定制度は、そもそも昭和６１年当時、ケーブルテレビが小規模・
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発展途上段階であることを背景に、緊急避難的に導入されたものであるんだか

ら、そのことを踏まえて見直すべきだ。 

それから、区域外再放送により、地元基幹放送事業者は不利益をこうむるこ

とになるといった重要な利害関係者であるから、当然その意見は聞くべきだと。 

それから、この誠意を持って協議することに関して、基幹放送事業者側にだ

け誠意を持って協議せよとの義務がかかっていると。つまり、ケーブル会社側

が誠意を持った対応かどうかという義務がない、あるいは、その実態がうかが

えないというようなことについてのご不満。 

それから、これは著作権料の規定に関して、ケーブルではなくて、地上放送

事業者からもちょっと批判的なご意見なんですが、区域内と区域外では再放送

の在り方が全く異なると。著作権法に基づく使用料の協議ということをガイド

ラインの中に書くと、使用料を払えば区域外再放送ができるという誤解を与え

かねないというご意見があります。 

それから、地域間の関連性を判断する際、現在、人・物の交流データという

もので何％とかというのがありますが、あの数字、データを重視し過ぎると、

広域都市圏の放送というものは、その周辺県の交流が当然多いので、再放送が

広範囲に認められる可能性が出てくるというご意見がございました。 

最後に、ひのきの意見は、異議申立てと同じポイントなんですが、全く歩み

寄る意思がなくても、表面上協議を続けましょうと言えば協議が整わなかった

ときに該当しないことになってしまうのは問題だというような意見を出されて

いるところでございます。 

以上でございます。 

○前田会長 ありがとうございました。 

今の件で、何か質問ありますか。 

なければ、山本先生のほうの決定案の話に移りましょう。お願いします。 
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○山本委員 現実によい方向に進める妨げになるようなことは、やはり書くべ

きではないと思われますので、慎重に運ばなくてはいけないということがもう

一方にあります。また、あまり時間をかけ過ぎるわけにもいかないという感じ

がいたします。それが全体的なことです。 

中身について、ポイントだけを申し上げますが、私もこれを最初に書いたの

はかなり前なものですから、その後の事情の変化等々によって、書き直さなく

てはいけないところもあるのですが、全部は直しきれておりません。申しわけ

ございません。口頭で若干、こういうふうにしようかと考えているというよう

に補足させていただきます。 

全体的な考え方をどうするかというのが一番重要な点かと思いますけれども、

具体的に申しますと、２０ページの（３）の部分ですが、ここが「正当な理由」

という要件をどう考えるかという一番基本になる部分でして、この点に関しま

しては、原文は消してあるところをむしろ見ていただいたほうがわかりやすい

かと思いますが、２０ページから、あるいは、特に２１ページの削除してある

部分ですが、原則としては同意すべきで、例外的に同意を拒めるという書き方

がされていたのですが、ちょっとこれは形式論で、これだけですとなかなか読

み手に納得していただけないという感じがいたしましたので、ここでは変えて

おります。 

基本的には、２１ページの部分で、放送事業者が「正当な理由」により同意

拒否を貫徹できる場合を、放送事業者の放送編集の内容ないしは意図が侵害さ

れるおそれが個別具体的に認められる場合に限っているという趣旨と書きまし

た。ただ、ここの表現はやや強過ぎるので、さらに直そうと思っております。 

どのようにしようかと考えているかと申しますと、この法律の構造から、放送

事業者側が有している個別具体的な何らかの不利益、事情が「正当な理由」に

当たると。この点は動かせないと思います。もともと交渉して、その後で同意



-41- 

をしないことについて「正当な理由」があるというように、いわば放送事業者

の側が自分の事情を主張する構造になっているので、基本的には、放送事業者

が有している事情を「正当な理由」とするということだと思います。ただ、そ

れを狭い意味の「放送編集の内容ないし意図が侵害されるおそれがある場合」

という、従来総務省が行ってきた解釈に固定してしまうと、ちょっと動きにく

くなる部分があると思いますので、主には、あるいは従来は、こういうものと

して考えられてきたという形で、狭い意味の放送編集の内容ないし意図を、絶

対的な要件にはしない形にしようかと思っております。 

 それで、あと重要な点は、結論の部分ですね。３３ページの５という部分か

ら３４ページにかけてですけれども、結論は動かしておりません。ただ、原文

は、放送事業者が受ける不利益が絶対的に小さいので、「受信者の利益」と比較

衡量するまでもなく「正当な理由」は認められないという言い方をしていまし

た。事業者の利益が絶対的に非常に小さいのであれば、もう「受信者の利益」

云々と別に比較衡量しなくても、「正当な理由」はないという言い方だったので

すが、ここまで言うとなかなか厳しいと思いましたので、ここではやはり、比

較衡量はした結果として、事業者の利益はそれほど大きくないといたしました。

「しかるに」という段落の後半ですけれども、「正当な理由」の中核が、放送の

地域性の意図の侵害を含む放送事業者の放送編集の内容ないし意図の侵害にあ

るにもかかわらず、本件の事情の下において不同意を担拠づけるだけの侵害が

あることが個別具体的に認定されていないということと、それから、「受信者の

利益」が過小に評価されているということで、同意をすべきという結論になっ

ております。もう少し表現を工夫した方がよいかもしれません。 

 さらに、結論は３４ページの６のところで、同意すべき裁定を行うものとす

るとあるのですが、３５ページの７のところに、本決定の意味について書いて 

おります。 
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主なところを申しますと、まず３５ページの冒頭ですが、この同意をすべき

旨の裁定は、放送事業者の番組編集の内容ないし意図の制限としては、受忍限

度の範囲内にあると解されるけれども、しかし、放送対象地域の制度及びいわ

ゆるマスメディア集中排除原則によってさまざまな規制を受けている放送事業

者の事業活動を、かなり制限することにならないかという問題が、なお残るの

ではないか。この点を当事者も主張しているし、あるいは、補佐審理官の付加

意見でも触れているので、若干の説明をするといたしまして、①のところで、

今申し上げたような、放送対象地域の制度及びマス排の制度についてもろもろ

言いまして、３５ページの後ろから１０行目あたりでしょうか、放送事業者が、

以上のような規制を受けないで事業活動を行う有線テレビジョン放送事業者に

対して、放送対象地域外での再放送の同意を義務づけられると、その事業活動

を過度に制限することにならないか、実際上、再放送が行われる地域の放送事

業者の放送事業が圧迫されないか、制度全体として見ると、放送対象地域制度

のもとで放送事業者が事業を行うことが困難になって、ひいては、再放送同意

制度のそもそもの趣旨であった、広い範囲の国民・住民に対する多様な情報の

提供という趣旨自体にもとる結果になる可能性はないか。要するに、地上放送

がだめになってしまったら、それを再放送することもできなくなるわけですの

で、そういったことを申し上げて、②で、しかしというので、この放送対象地

域の制度との調整を図るための裁定の要件とか基準は、法律上は何も定められ

ていない。正当な理由が事業者の側にあるという要件を言っているだけだと。 

そして、もう一つ、③のところで、著作隣接権との関係の調整も図られてい

ないので、ここははっきり書いたのですが、有線テレビジョン放送事業者が放

送法上の同意裁定を得ても、放送事業者が著作隣接権の利用許諾契約の締結を

明示に拒否することが、法律上は特に制限されていないので、同意裁定制度が、

法律上は、有線テレビジョン放送事業者にとって効果の薄いものにとどまって
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いるという問題がもう一つあると。 

④のところで、以上に述べたような問題は、今までは顕在化しなかったと。

ただ、いろいろな状況の変化、技術的・経済的、あるいは事業規模等々の変化

した状況においては、こういう問題が顕在化してきていると。ガイドラインは、

こういう状況の中で策定されたのだけれども、⑤のところで、要するに、今の

ガイドラインでは解決になっていないのではないかということを申しておりま

して、例えば、「番組編集上の意図」の一種としての「放送の地域性に係る意図」

の中に、果たしてどこまでのことを読み込めるかということで、放送対象地域

ごとの放送という制度の維持まで含めると、１つの基準の中にいろいろな違う

要素を持ち込むことになる、つまり、編集上の意図という話と、放送対象地域

の制度という話とは、本来は少し性格が違う話であって、それをこのガイドラ

インの文言の中に全部盛り込むのはやはり無理であろうと申しております。だ

からといって、純粋な放送の「番組編集上の意図」が簡単に認定できるかとい

うと、それは非常に難しいだろうと。他方で、それと衡量すべき「受信者の利

益」のほうは、情報化社会においては、一般的に言うと認めやすくなっている

ということがあるので、これだけであると、結局、同意裁定の要件は非常に広

くなる。 

しかしというので、⑥のところで、そうすると、著作隣接権の問題が顕在化

して、同意裁定を得た有テレ事業者に対して、放送事業者が著作隣接権の利用

許諾契約の締結を明示に拒否するといったことが、今後現実化することも排除

できなくなる。要するに、同意裁定があっても何の意味もないことになりかね

ない。 

これに対して、権利濫用の一般法理を適用して、同意裁定にもかかわらず許

諾契約の締結を拒否することが著作隣接権の濫用にあたると判断される可能性

もあろうとは書きましたが、ただ、先ほど述べたような変化した状況のもとで、
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つまり、地上放送事業者のほうがかなり厳しい状況になっている中で、しかも、

同意裁定が広い範囲で認められるという前提を置きますと、同意裁定を得てい

るから許諾契約の締結拒否は常に権利濫用にあたるとはなかなか言いがたいの

ではないかと言いまして、こういうふうに、いろいろ現行の制度には問題があ

ると。あくまで本決定は、こういった現行の制度を前提にしたものであるので、

速やかに制度を改正するように望むと書きましたが、立法措置を必ず講ぜよと

いうのは、なかなか厳しいと思いますので、それが無理であれば、少なくとも

ガイドラインの考え方を再考するように求めると書こうと思っております。 

決定案の中に入れるか、あるいは、外に出すかということがあるのですが、

ただ、完全に外に出してしまいますと、表面的に決定案だけを見ると、非常に

能天気に書いたように思われる可能性がある。むしろ、この決定案は、残念な

がら、極めて限られた意味しか持っていないということを明らかにする上では、

中に入れた上で、さらに立法ないしガイドラインの改善を求める勧告を行うこ

とになるかと思っておりますが、この点は議論しなくてはいけないと思います。 

スケジュールのこと等を考えますと、そろそろ具体的な文章を固める必要が

あると思いましたので、きょうは私自身もまだ完全に直しきれていないところ

があったのですけれども、この機会に、あるいは、後でメール等でやりとりす

る部分も、細かい問題についてはあってもいいかと思いますが、ぜひご意見を

いただければと思います。 

○前田会長 ありがとうございました。 

○原島代理 内容においては、大筋はここで議論してきたことでいいかと思い

ますが、これを、最後にありましたように、どういう形でいわば決定案の中に

入れるのか、あるいは、それに附帯したものとして別途やるのかということに

関しては、今、山本委員がおっしゃったように、きちんと両方でするというこ

とを、それなりのちゃんとしたやり方でやったほうがいいような、私も気がい
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たします。やっぱりそれぞれ１つだけ独立に動くということがありますので、

きちんとしたほうがいいかなというふうな気がします。 

そのときに、細かいことですが、表現が気になったのは、７、本決定の意味

という言葉で、内容は、本決定は限定した意味しか持たないという。逆にとら

れないかなという、ちょっと印象を。 

○山本委員 なるほど。表題は何にしようかと、私もちょっと名案がなかった

ものですから、ぜひ何か名案があれば出していただいて。 

○原島代理 趣旨は、まさに本決定は限定した、限られた意味しか持たないと

いう、そういうことであるわけですよね。 

○山本委員 ええ。 

○雨宮審理官 あと、これ、決定案というのは、総務大臣決定の案ですので、

その後の使い方を考えると、総務大臣の名前に置きかわって、この文章がその

まま使われるということになると、「望まれる」と自分で望んでいる文章は、形

式上おかしくなるかなと思いますので、テクニカルには、その切り離しという

のは最終的には生じることになるのかなと思います。 

○山本委員 そうですね。総務大臣が書くのですね。 

○原島代理 ということは、本文に入れることは非常に難しいということです

かね。 

○雨宮審理官 議決をするときに、同一議決の中に、総務大臣が使う裁定の案

文の部分と、それから、総務大臣に望む部分、あるいは、総務大臣に意見する

部分というんですか、にならざるを得ないのかなという気はします。 

○山本委員 確かに、どういう形式にするかという問題がありますね。だから

……。 

○原島代理 何が望ましいというふうに書くのではなくて、現在のガイドライ

ンには問題があると書いてもまずいのか。要するに、現在のガイドラインの下
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ではこういうような結論にせざるを得ないとか、そういうことですよね。 

○雨宮審理官 そうですね。総務大臣が自分を客観視しようとすると、このガ

イドラインなり法律は想定していなかったとか、このガイドラインに従えばこ

ういう結論になるとか、そういう表現になるかもしれないですね。 

○原島代理 だったら、場合によっては、こうこうこういう考え方もあるけれ

ども、現在のガイドラインの下ではこういうことになるとか、そういう言い方

にとどまるのかな。で、附帯性をつけるほうは、ぜひそうすることが望まれる

とやれば。 

○榮審理官 今のような見地だと、ちょうど２０ページの（３）の前あたりに

それが入るんですかね。後ろの部分の、この今の表現的には。そういう、現在

では、こういう新たな問題が発生していると。これを、このような事例からす

れば。 

○原島代理 そこで触れて、かつ、結論のところでも。やっぱり結論のところ

で触れられているというのは、それなりに目立ちますからね。そこでも。 

○榮審理官 だから、この最後の部分、今、山本委員が、部分をいわば要約し

て、ブリーフの形にダイジェスト版をつくって本文中に盛り込めば、排除でき

なくなるのかな。 

○原島代理 本文中に、いろんな議論があるということを書くわけですね。 

○榮審理官 ええ。 

○村田委員 第３者が、大臣に法改正の必要がありますと指摘するのは分かる

のですが、大臣自らが、そう言うとしたら違和感があります。 

○榮審理官 いや、だから、問題点ということですよね。 

○原島代理 その問題をどうするかです。 

○村田委員 認識しているなら、自ら、法改正に着手しなければいけないので

は？ 
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○榮審理官 だから、今回のガイドラインの改定をやっているわけで、また、

もしかすると追加改定もするという流れの中で。 

○村田委員 そうですね。いや、全くそれはそのとおりなんですけど、それを

この中にどう書くかというときに、難しい感じがしませんか。 

○原島代理 追加改定を大臣が考えてこのときも既にいたんだということにな

れば、整合性がとれるわけですよね。 

○榮審理官 そうそう。 

○原島代理 こういう問題認識のもとに、恐らく時間的にいつなのか知りませ

んけれども、こういう改定をしたんだと。 

○村田委員 そうですね。 

○山本委員 どういうスタンスで書いたらいいかという点が結構難しくてです

ね。今、行政不服審査法の改正案が検討されていますけれども、やはり一定の

独立性を持った審理員が、大臣の名前で行う不服審査に対する決定案をつくる

仕組みを考えているのですね。電波監理審議会に関しては既にそういうシステ

ムになっているわけですが、そういう制度の下で、果たしてどういうふうに不

服審査に関する決定案を書くのか。 

確かに、総務大臣が自分で書くのに、客観的に他人事のように書くのはおか

しいと形式的には思われるのですが、ただ他方で、結局、この制度は、不服審

査の段階では、総務省のスタッフから少し離れた立場の人間が見て書くと、そ

れに基づいて総務大臣が決定を出すという仕組みになっているので、そういう

前提で考えた場合に、私は何となく第三者的に書いてしまってもいいという気

もしています。要するに、こういう制度をとって、第三者が基本的に書く仕組

みになっているとすれば、それでもいいという気がするのですよね。 

○原島代理 基本的に、やっぱりここで今しているのは、裁判で言えば一審に

相当することをしているわけですよね。かつ、総務大臣は一方の当事者である。
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一方の当事者が判決文を書くというのは変な話なので、一応総務大臣名で出る

としても、電波監理審議会でこのようなものが出たので、もしかしたら総務大

臣としては不服かもしれませんけれども、それはやっぱり裁判というのは、一

方の当事者が不服だったら出れないというものではないですから、何かそうい

う。 

○村田委員 裁判所であれば、司法権で立法の権限はないですから、これは法

律の不備であるという記載も構わないですが、立法に関わるべき人が法の不備

だけ指摘するのはやはり違和感があります。しかし、本件で結論だけが独り歩

きするのも適当ではない。私自身の希望としては、一回判断した同意が不同意

に変更されたという結論だけで、何か間違ったというかドラスティックな印象

にならないように、正当理由のところを再精査したら、４９が５１になったと

いうこと、それからやはり制度そのものの中で、この結果が今後も維持される

のは妥当ではないのでは？というところは書いて欲しいと思います。 

○山本委員 そうですね。先ほどご指摘のあった途中の部分にも入れられるか

と思いますし、あるいは、最後の結論の部分において、どういう形になるので

すかね、勧告ですか。勧告だとすれば、勧告が別にあるということを明示して、

それを前提にした判断であるということを記すとか。 

○村田委員 ９９条の１３で、電波監理審議会は、必要的な諮問事項に対して

は総務大臣に対して勧告はできるとなっているんですが、この今回の個別の案

件は、必要的諮問事項の対象になっていないということなんですよね。だから、

勧告という形にはできない。 

○前田会長 今やるとしたら、要望というね。 

○村田委員 要望、そうなんですよね。 

○山本委員 前は要望という形で出したのですけど。 

○村田委員 今見たんですけど、９９条の１３の、勧告できるという対象は、
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９９条の１１に入っていないみたいです。 

○雨宮審理官 入らないですね。 

○村田委員 入らないですよね。 

○雨宮審理官 この裁定は、紛争処理委員会に諮問されるので、一次処理は紛

争処理委員会になりますので。 

○村田委員 そうでしょうね。だから、異議があったときには、電波監理審議

会の議に付さなければならないとはなっているけど、ですよね。 

○原島代理 諮問ではない。 

○雨宮審理官 諮問ではありません。 

○村田委員 なんですよね。だめなんです。じゃ、やっぱりこの文章の中に入

れるしか。 

○山本委員 どの程度、そうなのですよね、強く書くか。 

○原島代理 ちょっとよくわかっていないんですが。総務大臣の文章にしなけ

ればいけないという理由は何ですか。やっぱり一方の当事者が納得する文章に

するというのは、もともとおかしいですよね。一審という立場で見て、異議申

立人に対して。 

○雨宮審理官 基本的に、この異議申立ての制度というのは、瑕疵があったか

らもう一回見直してくださいという、再審査のシステムの延長上にありますの

で、もう一回見直したら、ああ、やっぱりこれは不同意ではなくて同意という

結論ですと。 

○原島代理 総務大臣は一応それを認めるということになる、異議申立てを認

めるということになると。 

○雨宮審理官 はい。 

○原島代理 そういうことで、一方の当事者がそれを認めましたという、いわ

ば。 
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○前田会長 それは違いますね。裁定する人と被告の立場とは全然違いますよ

ね。 

○原島代理 今、これがいわゆる第一審扱いされているということを考えたと

きに、どういうことなのか。確かに、二審高裁は、総務大臣は上に持っていく

ことはできないわけですよね。やっぱり自分で認めたから。 

○雨宮審理官 そうですね。通常は、これ、地方局長が決裁したものを本省に

上げて、本省がもう一回審査をして、そのまま、あるいは覆るというスタイル

なんですが、この裁定が大臣裁定で、大臣に異議申立てが来てしまうので、結

局、自分で裁定したのをもう一回自分で見直すという、自作自演になります。 

○山本委員 電波監理審議会、電波法の仕組みには非常に特殊なところがあっ

て、諮問を受けたことについて異議申立てがあれば決定するという点に問題が

あることは、前にもちょっと出てきましたけれども、非常に第三者性が高い、

独立性が高い機関ではあるけれども、諮問を受けた案件についてもう一回不服

審査のときに判断するとか、それから、今のところもそうで、普通、第三者性

が非常に高い機関は、自分で決定をするのですね。自分の名前で。国税不服審

判所とか。ところが、電波法の仕組みは、あくまで総務大臣の名前でやること

になっていて、しかも、総務大臣が電波監理審議会が議決した決定案により決

定を行うという、総務大臣の意思が入らない形で、電波監理審議会の議決によ

って異議申立てについての決定を行うことになっていると。ところが、名前は

あくまで総務大臣なのですね。 

○原島代理 そういうときに、総務大臣は間違っているという議決をしたら。 

○山本委員 それはそのとおりにしないと……。 

○原島代理 総務大臣はそのままですよね。 

○山本委員 意味がないわけですよね、この制度の。この制度は、総務大臣が

間違ったことをしていないかどうかを見る制度なので、それは確かに間違って
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いましたねという可能性がないと、制度の意味がないわけですね。 

○原島代理 困るわけ。ないわけですね。 

○山本委員 だから難しいんです。 

○原島代理 ですから、総務大臣が間違っているということを書いても、総務

大臣は決定できるわけですよね。 

○山本委員 できます。そうしないと、この制度の意味がない。 

○原島代理 意味ないわけですよね。だから、総務大臣が納得する内容になっ

ていないといけないということではないですよね。 

○山本委員 そういうことではないと思います。つまり、そういうふうにして

しまうと……。 

○原島代理 それは確認しておかないと、やっぱり意味がなくなってしまうと

いう。 

○山本委員 それはそうしないと、基本的にこの制度に全く意味がないことに

なってしまうので。今まであまりそういうことをやったことがないから問題に

ならなかったわけですが。 

○雨宮審理官 先般のひのきの事案は認容しています。 

○山本委員 あれもつい最近で、それに続いて。あれは、でも、形式的な話だ

けでしたね。ですけど、今回は本格的な実体判断で、初めてですよね。 

○雨宮審理官 そうですね。 

○山本委員 恐らく。 

○雨宮審理官 自分自身の結論をひっくり返すというのは。 

○山本委員 でも、本当はそういうことがないと制度自体の意味が、たてまえ

から言うとないので。 

○原島代理 ないですよ。 

○山本委員 本当は別にあっておかしくはないのですが。 
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○原島代理 どういう判決、判決ということはないけれども、どういう決定に

なろうが、それは自由なわけですよね。両方あり得るから、こういう制度があ

る。 

○山本委員 ええ。 

○原島代理 やっぱり文章自体は、電波監理審議会の文章じゃないんですか。 

○前田会長 議決ででも、そのまま。 

○原島代理 電波監理審議会の議決の文章。 

○雨宮審理官 そうですね。 

○原島代理 総務大臣の言葉じゃなくて。その電波監理審議会の議決の文章を、

総務大臣がするということですよね。 

○雨宮審理官 そうですね。 

○原島代理 したがって、総務大臣の文章ではないんですよね、やっぱり。 

○雨宮審理官 そうですね。もう結局、そのシナリオをそのとおりに読まされ

る立場になっちゃっているわけですね。 

○原島代理 ええ。 

○山本委員 当事者の主張という中に、総務大臣が出てくる。一方の当事者と

して。また、決定を自分の名前で行うという、まさに言われたとおり、二重の

役割を持って出てくるので。 

○原島代理 それは割り切らなければしょうがないと思いますけどね。だって、

やっぱり総務大臣はこう言っている、一方で、こっちはこう言っているという

のが中にあるわけでしょう。 

○榮審理官 問題は、その複雑さというものが公開され公表されたときに、一

般の人が、我々はこうやって議論しているから、そんなものだと納得していま

すけど、ぱっと見たときにわかりづらい。だから、やはりそこのところがそう

いう複雑な構造なんだけれども、一般の方がぱっと見たときに受け入れられる
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ようにというと、電波監理審議会が総務大臣にかわって判断しているんだとい

う部分について、ただ、主語は総務大臣がそのまま使えるようにできるだけし

たほうが、一般の人は、内部なのか外なのかよくわかりにくいとかいう、そん

な内輪な議論にならないで済むのかな。わかりやすさという観点は大事なのか

なというふうに思いました。 

○原島代理 でも、個人的には、変に主語を総務大臣にするとかえってわかり

にくくなるような。 

○榮審理宮 内容によっては、もうそのとおりだと。 

○原島代理 やっぱり電波監理審議会の文章で、それを総務大臣名で出すとい

うのが一番。かえって、いわば判決文の中に一方の当事者の立場があんまり入

ってはいけないのかなという気もしますけれども。 

○榮審理官 そうですね。 

○雨宮審理官 そういう意味では、電波監理審議会はこう判断したと、積極的

に案文の中に、主語として、「電波監理審議会は」と入れてしまうのも１つの手

かもしれません。 

○原島代理 そうですね。そのほうがむしろわかりやすいですね。 

○村田委員 最後の意見のところは、「ただし、電波監理審議会から次のような 

指摘を受けている」という形で入れればわかりやすい。 

○原島代理 そうです、そうです。だから、場合によっては、本決定に対する

電波監理審議会の何とかというのを最後に付け加えてもいいわけですね。 

○村田委員 と思います。 

○榮審理官 付加意見。 

○原島代理 ええ、付加意見とか、そういう。 

○山本委員 そうすればわかりやすいですね。 

○原島代理 ええ。やっぱりわかりやすさというのは重要ですよね。 
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○山本委員 では、はっきりと、本決定にあたり、電波監理審議会はこういう

指摘をしているというような形で。 

○原島代理 それを最後に、場合によっては本文の中に付け加えても問題ない

ような気がしますけど。主語がはっきりしていれば。 

○山本委員 ええ。勧告の形式がとれないとすると、この前の事実上の意見よ

りはかなり重い話で、あれは注意程度だったのですが、今回は、事案の処理に

もかかわってくる問題なので、そうだとすると、やはり主語を明示した上で、

中に書く感じですかね。 

○前田会長 それじゃ、それぞれ山本先生のところにメール等で意見を出すと

いうことにさせていただいて、それは次回のどこかまでということで。 

○山本委員 そうですね。次回はいつですか。 

○雨宮審理官 １１月２０日でございます。 

○前田会長 それに間に合う数日以上前とか。 

○山本委員 そうですね。 

○前田会長 わかりました。じゃ、それは日程調整をしていただきます。 

 

閉    会 

 

○前田会長 それでは、審議会は、これにて終了とさせていただきます。 

次回の開催は、１１月２０日１５時からと予定していますので、よろしくお

願いします。 

以上、どうもありがとうございました。 

 




